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(57)【要約】
【課題】高架橋の、高欄に屋根部を有する箇所に設置す
ることができ、最適な設置箇所を選択できる吊足場の提
供。
【解決手段】高欄２の上端から内側へ張出す屋根部５を
有する高架橋１に設置される吊足場３である。複数の吊
枠７と、吊枠７間に架け渡した足場板８を備える。吊枠
７は、屋根部５上面に載置される上横材１１を有し、高
欄２と屋根部５との角部上に載る部分において、補強板
２０を有し、上横材１１の天部水平材１４を上部補強材
２２と下部補強材２３とで屋根部５に固定する構造であ
って、天部水平材１４を屋根部５の幅方向で伸縮可能に
して、その内端の張出し部１８を屋根部５へ固定する箇
所を選定可能にする。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高架橋において、高欄の上端から内側へ屋根部が張り出した部分に設置される吊足場で
あって、前記屋根部から高欄の外側を通って吊り下げられると共に、高架橋の長さ方向に
沿って平行に間隔をとって配置される複数の吊枠と、前記吊枠間に架け渡した足場板とを
備え、前記吊枠は、垂直部材と、該垂直部材に外端部を固定され、前記屋根部上面に載置
される上横材と、前記垂直部材に外端部を固定された足場板支持横材を有し、前記上横材
は前記高欄と屋根部との角部上に載る部分において補強板が取り付けられていると共に、
前記上横材の上面を跨ぐ上部補強材と屋根部下面の下部補強材とで挟み付けられ、上部補
強材と下部補強材とを屋根部を貫通した固定具で結合することによって、前記上横材が屋
根部に固定される構造であって、
　前記上横材は、天部水平材と張り出し部を備え、
　天部水平材は、主体部とこれに一部が挿し込まれた嵌装部とからなり、
　嵌装部は主体部に対して屋根部の幅方向において出入させてその位置を維持することが
可能とされており、
　嵌装部の内端に前記の張出し部が固定されて天部水平材を平面視Ｔ字形とし、
　前記張出し部の位置を前記天部水平材の外側端に対して前記屋根部の幅方向で調節可能
としてあることを特徴とした吊足場。
【請求項２】
　高架橋において、高欄の上端から内側へ屋根部が張り出した部分に設置される吊足場で
あって、前記屋根部から高欄の外側を通って吊り下げられると共に、高架橋の長さ方向に
沿って平行に間隔をとって配置される複数の吊枠と、前記吊枠間に架け渡した足場板とを
備え、前記吊枠は、垂直部材と、該垂直部材に外端部を固定され、前記高架橋の屋根部上
面に載置される上横材と、前記垂直部材に外端部を固定された足場板支持横材を有し、前
記上横材は前記高欄と屋根部との角部上に載る部分において補強板が取り付けられると共
に、内端部に垂下片を固定してあり、垂下片は前記屋根部に形成した貫通孔へ挿通される
構造であって、
　前記垂下片の位置を前記天部水平材の外側端に対して前記屋根部の幅方向で調節可能と
してあることを特徴とした吊足場。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鉄道、道路等の高架橋を補修や点検する作業で使用するのに好適な吊足場に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　鉄道、道路等の高架橋の補修や点検は、床盤の端部に立ち上がる高欄（遮音壁）の外側
面や床盤の下面、橋桁に及ぶことがある。このような部分は橋上から詳細を見ることがで
きず、作業も困難なので、地上からのゴンドラ車やローリング足場、又は地上から積み重
ねた足場を用いて作業を行うことが通常である。しかし、現場の地上部に建物や構築物が
あったり、交通の障害になるなどの理由でゴンドラ車が進入できなかったり、足場を組む
余地がなかったりする場合には吊足場が利用される。
　吊足場としては、例えば下記の特許文献１に記載されたものがある。
【０００３】
　この吊足場は、垂直部材と、垂直部材にそれぞれ端部を固定された上横材、中横材及び
下横材と、上横材の先端部下面に設けられた溝状の係合部を有する吊枠を複数備える。そ
して、係合部を高欄の上端部に係合させて吊枠を高欄の外側に適宜間隔ごとに吊り下げ、
中横材及び下横材に足場板を架設してある。
　ところで、高架橋には、高欄の上端から内側（路面側）へ張り出した屋根部を有するも
のがある。このような屋根部を有する高架橋では、高欄の上端部に吊り足場における溝状
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の係合部を引っ掛けることができないので、上記引用文献１に記載のような吊足場を設置
するのは困難である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第５０９０５７７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明が解決しようとする課題は、高架橋が高欄の上端から内側へ張り出す屋根部を有
する場合に、その屋根部を有する部分に設置することができる吊足場の提供を課題とする
。屋根部には幅の大小があり、また、吊足場を安全に設置する上で必要な屋根部鉄筋や屋
根部補強形材の位置もいろいろである。なお、吊足場には、吊枠が変形し難い構造である
ことも必要である。
　なお、以下の説明において、高架橋の幅方向中央側を内側、逆側を外側とし、高架橋の
長手方向一側を右側、他側を左側とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、高架橋において、高欄の上端から内側へ屋根部が張り出した部分に設置され
る吊足場であって、前記屋根部から高欄の外側を通って吊り下げられると共に、高架橋の
長さ方向に沿って平行に間隔をとって配置される複数の吊枠と、前記吊枠間に架け渡した
足場板とを備え、前記吊枠は、垂直部材と、該垂直部材に外端部を固定され、前記屋根部
上面に載置される上横材と、前記垂直部材に外端部を固定された足場板支持横材を有し、
前記上横材は前記高欄と屋根部との角部上に載る部分において補強板が取り付けられてい
ると共に、前記上横材の上面を跨ぐ上部補強材と屋根部下面の下部補強材とで挟み付けら
れ、上部補強材と下部補強材とを屋根部を貫通した固定具で結合することによって、前記
上横材が屋根部に固定されており、前記上横材が屋根部の幅方向に長さを調節可能とされ
ていることを特徴とする。
　前記上横材の内端部の両側に張出し部を設けて、前記上横材を平面視Ｔ字形とし、両側
の張出し部上面を跨いで前記上部補強材を配置する。
【０００７】
　或いは、本発明は、高架橋において、高欄の上端から内側へ屋根部が張り出した部分に
設置される吊足場に関し、前記屋根部から高欄の外側を通って吊り下げられると共に、高
架橋の長さ方向に沿って平行に間隔をとって配置される複数の吊枠と、前記吊枠間に架け
渡した足場板とを備え、前記吊枠は、垂直部材と、該垂直部材に外端部を固定され、前記
高架橋の屋根部上面に載置される上横材と、前記垂直部材に外端部を固定された足場板支
持横材を有し、前記上横材は前記高欄と屋根部との角部上に載る部分において補強板が取
り付けられると共に、内端部に垂下片を固定してあり、前記垂下片は高架橋の前記屋根部
に形成した貫通孔へ挿通するものとされており、かつ、上横材が屋根部の幅方向に長さを
調節可能としてもよい。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、高架橋において高欄の上端に屋根部を設けた部分に吊枠を強固に取り
付けて、吊足場を設置することができる。
　上横材の高欄と屋根部との角部に当たる部位に補強板を取り付けてあるため、吊足場の
重量や吊足場に乗った作業員の体重で上横材が変形し難い。
　屋根部の幅や屋根部の鉄筋あるいは屋根部補強形材の位置に応じて上横材の長さを屋根
部の幅方向で調節できるので、高欄の屋根部を有する箇所においても吊足場を安定して強
固に取り付けることができる。したがって、高架橋における足場作業を安全に行える。
【図面の簡単な説明】
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【０００９】
【図１】本発明に係る吊足場の基本構造１を示した斜視図である。
【図２】基本構造１の側面図である。
【図３】基本構造１の要部平面図である。
【図４】基本構造１の要部斜視図である。
【図５】基本構造１の要部下面図である。
【図６】基本構造１の要部断面図である。
【図７】本発明に係る吊足場の基本構造２を示した要部側面図である。
【図８】本基本構造２の要部断面図である。
【図９】本発明の実施例１を示した吊足場の要部斜視図である。
【図１０】本発明に係る吊足場の基本構造３を示した要部平面図である。
【図１１】基本構造３の要部側面図である。
【図１２】本発明に係る吊足場の基本構造４を示した要部側面図である。
【図１３】基本構造４の要部平面図である。
【図１４】本発明の実施例２を示す吊足場の要部斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施例を図面に基づいて詳細に説明する。
　図１～図９は、本発明の実施例１を示す。まず、実施例１の基本となる構造（基本構造
１，２）を説明する
　図１及び図２に示すように、高架橋１（図２）の高欄２に吊足場３（図１）を設置して
ある。
　高欄２は高架橋１の床盤４の幅方向両側に立設されており、高欄２の一部には、上端か
ら内側（床盤４の中心側）に向かって屋根部５が張り出している。屋根部５は１００ｍｍ
程度の厚さを有し、屋根部５の内部には２００～２５０ｍｍ間隔で縦横に配筋されている
。また、高欄２の外面と屋根部５の内端との距離は１ｍ程度であり、高欄２の上端内面と
屋根部５の外端下面との角部には隅補強部６が形成されている。
【００１１】
　高架橋１の屋根部５が張り出している部分に設置される吊足場３は、屋根部５から高欄
２の外側を通って吊り下げられる複数の吊枠７と、吊枠７間に架け渡した足場板８と、吊
枠７どうしを結合する繋ぎ材９を備える。
　吊枠７は、高架橋１の長さ方向に対して９００ｍｍ～１０００ｍｍの間隔で配置され、
垂直部材１０と、垂直部材１０にそれぞれ外端が固定されて内側へ張り出す上横材１１、
中横材１２、下横材１３とを備え、繋ぎ材９が垂直部材１０に交差して固定される。吊枠
７はアルミニウム合金等の軽くて錆びにくい金属を素材とし、繋ぎ材９は鋼製丸パイプで
ある。
【００１２】
　垂直部材１０は、高欄２の上端から床盤４の下方に達する長さを有し、断面寸法が約１
００ｍｍ×５０ｍｍの角パイプより成る。
　上横材１１は、天部水平材１４と支持水平材１５を上下に間隔を開けて配置すると共に
、支持水平材１５の内端部と天部水平材１４とを縦束１６で連結し、支持水平材１５と天
部水平材１４の間に斜め材１７を架設した枠構造としてある。
　天部水平材１４は、約１８００ｍｍの長さと、高さ１００ｍｍ×幅５０ｍｍ程度の断面
寸法を有し、その外端を垂直部材１０の上端面に溶接してある。また、天部水平材１４の
両側面には、縦束１６の取付け部分から内側に向かって、厚さ３ｍｍ、長さ２００ｍ程度
の補強板２０を取り付けてある。図３及び図４に示すように、天部水平材１４の内端面に
は両側に張出す張出し部１８を溶接してあり、上横材１１は平面視でＴ字形とされている
。張出し部１８は、高さ１００ｍｍ×幅１００ｍｍ程度の断面寸法を有する。
　図２に示すように、支持水平材１５の内端面には、先端が高欄２の外側面に当接される
調整ねじ部材１９ａを突設してある。調整ねじ部材１９ａは正逆に回転することにより突
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出量を変えることができる。
【００１３】
　中横材１２及び下横材１３は、足場板８を載せるための足場板支持横材である。
　中横材１２は、支持水平材１５とほぼ同じ長さを有し、その外端面を垂直部材１０の長
さ方向中間部の内側面に溶接してある。中横材１２の内端には、高欄２の外側面に当接さ
れる調整ねじ部材１９ｂを突設してある。調整ねじ部材１９ｂは正逆に回転することによ
り突出量を変えることができる。
　下横材１３の外端面は、垂直部材１０の下端から２００ｍｍ程度上方の位置において、
垂直部材１０の内側面に溶接してある。下横材１３の長さは、中横材１２よりも長い約１
４２０ｍｍである。
　下横材１３の内端には支持縦材２１を起倒可能に取り付けてある。支持縦材２１の上端
面には、正逆回転することにより突出量を調節できる調整ねじ部材１９ｃが突設されてい
る。調整ねじ部材１９ｃの上端は床盤４の下面に当接される。また、吊枠の支持縦材２１
間も繋ぎ材９で連結する。
　そして、高架橋１の長さ方向に配置された複数の吊枠７の中横材１２及び下横材１３上
にそれぞれ足場板８が架け渡される。
【００１４】
　吊枠７は、上横材１１を高架橋１の幅方向に配置し、天部水平材１４の補強板２０を取
り付けた部分を高欄２と屋根部５との角部上に載せると共に、天部水平材１４の補強板２
０より内側部分及び張出し部１８を屋根部５上に載せ、垂直部材１０を高欄２の外側に吊
り下げた状態で高架橋１に取り付けられる。
　図３及び図４に示すように、屋根部５上に載せられた天部水平材１４の２個所及び張出
し部１８の両側部の上面には、それぞれ天部水平材１４及び張出し部１８を跨いで金属製
帯板より成る上部補強材２２を被せてある。また、図２に示すように、屋根部５の下面に
おいて、天部水平材１４の下方及び張出し部１８の下方には金属板より成る下部補強材２
３を配設してある。そして、上部補強材２２と下部補強材２３とを、天部水平材１４及び
張出し部１８を挟んだ両側で、屋根部５を貫通するボルト（固定具）２４により結合して
、上横材１１を屋根部５に固定する。ボルト２４を通すために屋根部５に形成される固定
具挿通孔２５は、当然、屋根部５内部の鉄筋２６を避けた位置に設ける（図５）。
【００１５】
　屋根部５の上面に固定された上横材１１には、内端部を引き上げようとする力が加わる
ので、上部補強材２２は、天部水平材１４及び張出し部１８を跨いでボルト２４を支持で
きる大きさと強度を有するだけでよい。
　従って、本実施例では、天部水平材１４に被せた上部補強材２２の寸法を４．５ｍｍ×
１００ｍｍとし、張出し部１８に被せた上部補強材２２の寸法を４．５ｍｍ×１５０ｍｍ
としてある。また、上部補強材２２の両端部には、ボルト２４を通すための透孔２７を形
成してある（図６）。
【００１６】
　一方、下部補強材２３は、約２００ｍｍ×４００ｍｍの寸法を有し、図５に示すように
、屋根部５内部の複数の鉄筋２６を跨ぐ範囲に配置される。即ち、天部水平材１４の下方
に配置した下部補強材２３は、高架橋１の長手方向に沿って配筋された２本の鉄筋２６を
跨ぎ、張出し部１８の下方に配置した下部補強材２３は、高架橋１の幅方向に沿って配置
された２本の鉄筋を跨いでいる。従って、天部水平材１４の内端部を上方へ引っ張る力に
よって屋根部５のコンクリートが仮に破損するようなことがあっても、下部補強材２３が
複数の鉄筋２６に引っ掛かるため、上横材１１の内端部が引き起こされて吊枠７が倒れる
ことはない。
　また、下部補強材２３の四隅部には、ボルト２４を通すための透孔２７’を形成してあ
る（図６）。
　なお、下部補強材２３は、多くの鉄筋２６を跨ぐ範囲に配置すると安全性が増すので、
さらに広い寸法とするのが望ましく、縦横３本ずつの鉄筋２６を跨ぐように５００ｍｍ×
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５００ｍｍ程度の大きさとすることもできる。
　以上、基本構造１である。
【００１７】
　基本構造１の吊足場３は次のようにして設置される。
　まず複数の吊枠７を準備する。下横材１３に設けた支持縦材２１は倒しておく。
　次に、高欄２の吊枠７を配置する位置にそれぞれ目印をつけ、目印を目安として、屋根
部５の鉄筋２６を避けた位置にドリルで固定具挿通孔２５を開ける。
　次いで、吊枠７を、高欄２の内側から垂直部材１０を外側として持ち出し、図２に示す
ように、上横材１１の天部水平材１４を屋根部５の上面に載せると共に、天部補強材１４
の補強板２０取付け部分を高欄２と屋根部５との角部上に載せ、上横材１１の調整ねじ部
材１９ａ及び中横材１２の調整ねじ部材１９ｂの先端を高欄２の外側面に当接する。
【００１８】
　この状態とした吊枠７を高欄２に沿ってスライド移動させ、それぞれの目印箇所に位置
決めする。すると、天部水平材１４は左右一対の固定具挿通孔２５の間に配置され、張出
し部１８が内外一対の固定具挿通孔２５間に配置される。
　次に、天部水平材１４の上面に上部補強材２２をかぶせて、上部補強材２２の透孔２７
及び屋根部５の固定具挿通孔２５にボルト２４を通し、さらに屋根部５の下面に上部補強
材２２と対向するよう下部補強材２３をあてがって、下部補強材２３の透孔２７’にボル
ト２４を通し、ボルト２４にナットを締め込んで天部水平材１４を屋根部５に固定する。
　また、張出し部１８の両側部上面に上部補強材２２を被せ、上部補強材２２の透孔２７
及び屋根部５の固定具挿通孔２５にボルト２４を通し、屋根部５の下面に上部補強材２２
と対向して下部補強材２３をあてがい、下部補強材２３の透孔２７’にボルト２４を通し
、ボルト２４にナットを締め込んで張出し部１８を屋根部５に固定する。
【００１９】
　さらに、等間隔に配置した吊枠７の下横材１３の上に足場板８を載せて番線で固定する
。ついで、支持縦材２１を起こして固定し、その上端に設けた調整ねじ部材１９ｃの先端
を床盤４の下面に当接させる。
　次に、中横材１２の上に足場板８を載せて固定する。
　また、吊枠７の垂直部材１０及び支持縦材２１間を繋ぎ材９で連結する。
　なお、高架橋１と吊枠７をチェーン２８で連結する場合、屋根部５の強度は低いので、
高欄２の外面にアンカーボルト２９を打ち込み、アンカーボルト２９と下横材１３の内端
との間にチェーン２８を架け渡す（図２）。
　また、屋根部５の内部に配筋されていない場合は、下部補強材２３の寸法を、屋根部５
の下面に当接してボルト２４を引き上げる力に対向するのに十分な面積とする。
【００２０】
　図７及び図８は、本発明に係る吊足場の基本構造２を示す。
　基本構造２では、屋根部５の下面内側部にＨ型鋼３０（形材）を高架橋１の長手方向に
沿って取り付けてあり、このＨ型鋼３０が下部補強材となる。また、張出し部１８の内外
方向の幅は、Ｈ型鋼３０の幅と同じ寸法（１００ｍｍ）にしてある。
　屋根部５の上面に上横材１１の張出し部１８をＨ型鋼３０と一致するよう載せ、張出し
部１８の両側部上面に上部補強材２２を被せる。また、上部補強材２２の上方から上部補
強材２２の透孔２７及び屋根部５の固定具挿通孔２５にボルト２４を通す。さらに、Ｈ型
鋼３０の下面に、上部補強材２２と同じ形状の下部プレート３１を上部補強材２２と対向
するようあてがい、下部プレート３１の透孔２７にボルト２４の先端を通す。そして、下
部プレート３１の下方においてボルト２４にナットを締め込んで、上横材１１を屋根部５
に固定してある。
　その他の構造は基本構造１と同様である。
【００２１】
　なお、帯板状の上部補強材２２を用いずに、固定具と上部補強材を兼ねるＵ字状のボル
トで張出し部１８を上方から跨いでその両端部を屋根部５の固定具挿通孔２５に通し、Ｈ
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型鋼３０の下面に下部プレート３１をあてがってボルトの両端部を下部プレート３１の透
孔２７に通し、下部プレート３１の下方においてＵ字状ボルトの両端部をナット締めして
もよい。
【００２２】
　図９は本発明の実施例１であり、前記基本構造２の上横材１１の構造を改善している。
上横材１１は前記のように、天部水平材１４と張出し部１８を備える。天部水平材１４は
、この実施例において、主体部１４ａとこれに一部が挿し込まれて抜止めボルト３６によ
り一体とされる嵌装部１４ｂとからなる。嵌装部１４ｂは主体部１４ａに対して軸方向（
屋根部５の幅方向）において出入させ、抜止めボルトによりその位置を維持することが可
能である。嵌装部１４ｂの内端に前記の張出し部１８が固定されている。したがって、張
出し部１８は屋根部５の幅方向で位置を調整することができる。屋根部５に対する上横材
１１の取付け手順や、張出し部１８を屋根部５に取付けるための構造は、基本構造２にお
いて説明したのと同じである。
　この構造により、実施例１では張出し部１８を屋根部５の幅方向で任意の位置へ配置す
ることができ、屋根部５における鉄筋や補強形材（Ｈ型鋼３０）の位置に合わせて張出し
部１８を最適な箇所へ固定できる。その結果、無理な固定や不安定な取付けをなくして吊
足場の安全を期することができる。
　なお、実施例１は、基本構造２によるものであるが、前記の基本構造１であっても天部
水平材１４を伸縮可能とすることで同じ効果を得ることができる。
【００２３】
　図１０及び図１１は、本発明に係る基本構造３を示す。
　基本構造３では、天部水平材１４の内端に張出し部１８を設けていない。また、複数配
置した吊枠７の天部水平材１４の内端部上面間に、上部補強材となる丸パイプ３２ａを高
架橋１の長手方向に沿って架け渡し、屋根部５の下面に下部補強材となる丸パイプ３２ｂ
を丸パイプ３２ａと対向するようあてがい、屋根部の固定具挿通孔２５を通して上下の丸
パイプ３２ａ，３２ｂの周囲に巻き回した鋼線（固定具）３３の両端部を結束して、上横
材１１を屋根部５に固定してある。
　その他の構造は前記の基本構造１と変わらない。
【００２４】
　図１２及び図１３は、本発明の基本構造４を示す。
　基本構造４では、吊枠７の天部水平材１４は、その内端が隅補強部６よりやや内側に達
する長さ（約１５００ｍｍ）を有する。また、天部水平材１４の内端部下面に短い垂下片
３４を固定し、垂下片３４の下端部にチェーン２８ａの一端部を取り付けてある（図１２
）。
　吊枠７を設置する位置において、屋根部５の隅補強部６よりやや内側に、鉄筋２６を避
けて貫通孔３５を形成する（図１３）。貫通孔３５は、垂下片３４の断面よりやや大きい
寸法とする。
【００２５】
　そして、吊枠７の天部水平材１４を屋根部５の上面に載せ、垂下片３４を屋根部５の貫
通孔３５に上方から挿通して、上横材１１を屋根部５に取り付ける。また、上横材１１の
調整ねじ部材１９ａと垂下片３４で高欄２と屋根部５との角部を挟みつけることにより、
吊枠７は高架橋１に強固に固定される。そして、垂下片３４に取り付けたチェーン２８ａ
を高欄２の内側において高架橋１側に連結する。
　従って、上横材１１を屋根部５に固定するためのボルト等の固定具や上部補強材、下部
補強材等は不要である。
　その他の構造は、基本構造１と変わるところはない。
【００２６】
　なお、基本構造１及び基本構造２において、上部補強材２２は、平らな帯板状とせずに
、帯板を折り曲げて天部水平材１４或いは張出し部１８の上面及び両側面を覆う逆Ｕ字状
とし、その両端部にボルト挿通用のフランジを張り出した形状とすることもできる。図１
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状であり、フランジ状に張り出した部分にボルト２４を挿通して下面側のＨ型鋼３０と下
部補強材２３を介して固定されている。符号３６は抜止めボルトであり、天部水平材１４
が屋根部５の幅方向に移動するのを阻止するためのものである。
　この構造であっても、屋根部５内部の鉄筋の位置や補強形材（Ｈ型鋼３０）の位置に合
わせて前記上部補強材２２ａの位置を調整することで、吊足場３を高欄２へ安全にかつ強
固に取り付けることができる。
【符号の説明】
【００２７】
　１　　　高架橋
　２　　　高欄
　３　　　吊足場
　４　　　床盤
　５　　　屋根部
　６　　　隅補強部
　７　　　吊枠
　８　　　足場板
　９　　　繋ぎ材
　１０　　垂直部材
【００２８】
　１１　　上横材
　１２　　中横材（足場板支持横材）
　１３　　下横材（足場板支持横材）
　１４　　天部水平材
　１５　　支持水平材
　１６　　縦束
　１７　　斜め材
　１８　　張出し部
　１９ａ，１９ｂ，１９ｃ　調整ねじ部材
　２０　　補強板
【００２９】
　２１　　支持縦材
　２２、２２ａ　　上部補強材
　２３　　下部補強材
　２４　　ボルト（固定具）
　２５　　固定具挿通孔
　２６　　鉄筋
　２７　　透孔
　２８，２８ａ　チェーン
　２９　　アンカーボルト
　３０　　Ｈ型鋼
【００３０】
　３１　　下部プレート
　３２ａ，３２ｂ　丸パイプ
　３３　　鋼線（固定具）
　３４　　垂下片
　３５　　貫通孔
　３６　　抜止めボルト
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